
                                  

令和７年４月 

 

台風、大雨等における教育活動の中止判断基準 

 

高知県立中村高等学校 

高知県立中村中学校 

１ 平常授業 

判断する時刻 警報等の状況 対応 

前日 

(終ＳＨまで、週休

日等の場合は午後

６時まで) 

台風や風雪など、翌日に大きな影響が出、交通機関が

止まることが想定される場合 

休校又は始業時間の変更 

 

午前５時３０分 波浪を除く警報が二つ以上（特別警報及び暴風にあ

っては一つ）、四万十市又は隣接する市町村に発令され

ている場合で、公共交通機関が止まっている、あるいは

止まることが想定される場合 

休校又は始業時間の変更 

始業後随時 大雨や風雪の影響により、公共交通機関が止まる、あ

るいは止まることが想定される場合 

下校時間の変更 

 

２ 土曜、日曜、休日及び長期休業中の補習や学校主催の教育活動 

 

３ 部活動 

    

４ 部活動の大会や対外試合、学校外の団体等の主催による活動 

大会本部、団体等の決定による。 

部活動顧問、担当教員が本部等と連絡を取り、開催するかどうかについて連絡。 

 

（注） 

① 警報の種類…大雨、洪水、大雪、暴風、暴風雪、波浪、高潮 

② 上記１は近隣の県立学校（特に土佐くろしお鉄道沿線の学校）と連絡を取り合い決定する。 

③ 居住地域や通学状況により危険と判断される場合は、登校を控え安全確保に努めること。 

ただし、その旨を学校に連絡すること。 

④ 対応状況を学校ホームページ及び学校家庭連絡システム「すぐーる」で知らせるので確認すること。                            

判断する時刻 警報等の状況 対応 

午前５時３０分 波浪を除く警報が二つ以上（特別警報及び暴風にあっ

ては一つ）、四万十市又は隣接する市町村に発令されて

いる場合で、公共交通機関が止まっている、あるいは止

まることが想定される場合 

休講、中止又は日程変更 

ただし、前日に判断できる

場合は前日の遅くとも午

後６時まで 

判断する時刻 警報等の状況 対応 

午前の場合は午前

５時３０分、午後

の場合は午前９時 

波浪を除く警報が二つ以上（特別警報及び暴風にあ

っては一つ）、四万十市及び隣接する市町村に発令され

ている場合で、公共交通機関が止まっている、あるいは

止まることが想定される場合 

休み 

ただし、前日に判断できる

場合は前日の遅くとも午

後６時まで 


